
特殊車両通行許可が必要
定められた重さ、長さ、高さ、幅を、一つでも超える車両は
許可申請を。オンライン申請もできます。
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重量守り、道路を守ろう。

一般社団法人 千葉県トラック協会、一般社団法人 東京都トラック協会、一般社団法人 神奈川県トラック協会、一般社団法人 埼玉県トラック協会、一般社団法人 全国クレーン建設業協会
（千葉支部、東京支部、神奈川支部）、埼玉クレーン協会、警視庁、千葉県警察本部、神奈川県警察本部、埼玉県警察本部、国土交通省関東地方整備局、国土交通省関東運輸局、千葉県、東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、東日本高速道路株式会社 関東支社、中日本高速道路株式会社（東京支社、八王子支社）、首都高速道路株式会社（順不同）

〈１０月は大型車通行適正化推進月間〉

連絡協議会ホームページ

規定の重さを超えた無許可での走行や、取得した許可重量を超えて
の走行は、違反です。重量オーバーの大型車は、道路を傷める大きな
原因。軸重が基準の2倍オーバーで、橋梁には4,000台分のダメージ
を与えます。荷を頼む側も、運ぶ側も、重量オーバーにはノーを !

重量オーバーには、
NO

※写真は、橋梁のコンクリート床版の損傷事例※写真は、橋梁のコンクリート床版の損傷事例※写真は、橋梁のコンクリート床版の損傷事例※写真は、橋梁のコンクリート床版の損傷事例



基準を超える大きさや重さの大型車両は

「特殊車両通行許可」が必要です。

基準を超える大きさや重さの大型車両は

「特殊車両通行許可」が必要です。
●一般的制限値●一般的制限値 ●特殊車両通行許可申請●特殊車両通行許可申請

●通行条件●通行条件

2.5メートル

12メートル
3.8メートル
（高さ指定道路は4.1メートル）

Ｃ条件

道路管理者による審査の結果、通行することがやむを得ないと認められた場合は、下図の
ように通行にあたって必要な条件を付して許可されます。
※実際に通行する際は、この通行条件を遵守して通行することとなります。

道路は一定の構造基準によって造られてい
ます。このため、道路法では道路の構造を
守り、交通の危険を防止するため、通行す
る車両の大きさや重さの最高限度を定めて
います。この最高限度のことを「一般的制
限値」といいます。

大きさや重さの限度（一般的制限値）を超えた
大型車両を通行させる場合は、道路構造の保全
及び交通の危険防止のため、通行する経路の道
路管理者に申請を行い、許可を得なければ通行
させることはできません。    （道路法第４７条）                                             
なお、車両の通行経路や荷物を積載した状態の
諸元によって、許可までに長期間を要する場合
がありますので、余裕を持って申請願います。

特車ＰＲ

・特別な条件を付さ
   ない

・徐行

・徐行、同一径間に
   他車がない状態で
   通行

・許可車両の後方に
   誘導車配置

・赤色内の他車を排除

・徐行、同一径間
   に隣接車線を含
   めて他車がない
   状態で通行

・許可車両の後方
   に誘導車配置

・赤色内の他車を
   排除

申請窓口 金融機関

申請者（自宅・事務所）

❶申請 ❷手数料支払

❸手数料確認

❹許可証交付

オンライン申請が便利です

車両の
総重量
２０ｔ

最小回転半径
12 メートル

車両の軸重：10ｔ車両の輪荷重：5ｔ

高速自動車国道および
重さ指定道路は 25.0ｔ

18.0ｔ：隣り合う車軸の軸距が 1.8m未満
19.0ｔ：隣り合う車軸の軸距が 1.3ｍ以上、
　　　 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも 9.5ｔ以下
20.0ｔ：隣り合う車軸の軸距が 1.8ｍ以上
　　　　

●令和４年４月１日施行
特殊車両の新たな通行制度については
こちらのQRコードからご確認ください。

A
許可車両

Ａ条件

B

Ｂ条件

誘導車

許可車両

誘導車

始端地点

許可車両
Ｄ条件

国土交通省HP

許可車両


